
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん 

ともに考え、 

手をたずさえ、 

声をあげましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎ と き／ 2017 年 11 月 4 日（土） 

13：00 開場 13：30 開会 

◎ ところ／静岡江崎ホール（静岡市葵区七間町８－２０毎日江崎ビル９Ｆ） 

【協賛団体（9/8 現在）】静岡県社会保障推進協議会・静岡県労働組合評議会・静岡県生活と健康を

守る会・静岡県民主医療機関連合会・障害者の生活と権利を守る静岡県連絡協議会・新日本婦人の会静

岡県本部・全日本年金者組合静岡県本部・静岡県商工団体連合会・静岡県高等学校障害児学校教職員組

合・静岡県保育団体連絡会・静岡県労働研究所・静岡県働く者の安全と健康を守るセンター・野宿者の

ための静岡パトロール 

【講師紹介】 

 早稲田大学法学部卒業、現在、静岡大学 

教育学部教授。専門は憲法。 

生存権にかかわる裁判を支援する静岡の会 

共同代表として、国による一方的な生活保 

護基準引き下げは、生活保護法違反として静岡地裁はじめ全国で

係争中の裁判の法的な面での中心的役割を果たしている。 

野宿者のための静岡パトロール事務局長として長年にわたり

野宿者支援活動を続けている。著書に「安全保障・生活保護法

と生命・自由・幸福追求権—立憲民主制の危機」など。 

 

賃金･年金は上がらず、暮らしが悪化する中で、

「国保料が高くて払えない」「薬を間引いて飲んで

いる」「特養の利用料が上がり払えない」「子どもに

まともな食事をあげられない」「子どもの授業料が

払えない」など深刻な声があがっています。しかし

政府は「財政難」を理由に、国民にさらなる負担増

を計画しています。 

生存権を保障する憲法第 25条の「健康で文化的

な最低限度の生活」「権利としての社会保障」を守

り充実させることが今ほど必要な時はありません。 

そこで、県内で貧困問題にとりくんでいる団体や

個人が一堂に会するつどいを昨年に続き今年も開

催することになりました。 

主催：「貧困をなくし、人間らしい生活を！第 2 回静岡県民のつどい」実行委員会 

連絡・問合せ先：静岡市葵区田町 5丁目 90 静岡県社保協 電話：054-253-7275（静岡民医連） 

★当日議事日程★ 

・ 13：30 開会 

・ 13：40 記念講演 笹沼弘志氏 

・ 15：00 各団体とりくみ交流 

・ 16：15 講師のまとめ報告 

・ 16：30 閉会 

 

 

《記念講演》 講師：静岡大学教育学部教授 笹沼弘志氏 

 

葵区役所 

交番 

会場 


